
平成２７年度 平成２８年度

４月 １０月 １０月４月 ４月

６月末迄

９月末迄

１１月末迄

協議会等から国へ

・平成２８年度生活交通確

保維持改善計画（３年）の

提出

国から協議会へ

・平成２８年度生活交通確保維

持改善計画の認定

・平成２８年度補助額の内定通

知

補助事業者から国へ

・平成２８年度交付申

請書の提出

３月末迄

国から補助事業者へ

・平成２８年度交付決定

・平成２８年度補助額の確定

通知

・平成２８年度補助額の支払

い

PointPointPointPoint

●事業実施の前提として、地域の協議会の

議論を経て生活交通確保維持改善計画を

策定

●生活交通確保維持改善計画の認定を受

けるとともに事前内定方式により補助額を

内定

●自治体の協調補助は要件に含まない

●事業実施の前提として、地域の協議会の

議論を経て生活交通確保維持改善計画を

策定

●生活交通確保維持改善計画の認定を受

けるとともに事前内定方式により補助額を

内定

●自治体の協調補助は要件に含まない

年間スケジュールと事務手続き

平成２８年度補助対象期間

（平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日）

■＜国補助＞地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統）の流れ

（平成２８年度（平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日運行）分）
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事業者
奈良県地域交

通改善協議会

県

補助対象となる

系統等の提出

奈良県基幹公共交通

ネットワーク計画

（変更案）の作成

奈良県基幹公共交通

ネットワーク計画

（変更案）の策定

奈良県基幹

公共交通ネッ

トワーク計画

（変更案）に対

する意見

対象系統の

運行

交付決定

交付決定額の確定

実績報告

補助金の交付

交付申請

■＜県補助＞奈良県基幹公共交通ネットワーク確保事業の流れ

（平成２８年度（平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日運行）分）

９月

９月

９月

Ｈ２８年４月

Ｈ２８年５月～

１０月～



■＜国補助＞確保維持改善計画の変更と地域交通改善協議会の開催

について

地域公共交通確保維持改善事業実施要領（平成２７年４月９日）

２（１）④イ 確保維持改善計画の変更と協議会の開催について

地域間幹線系統に係る確保維持改善計画又は地域内フィーダー系統に係る確保維持改善計画（以下「陸上交通確保維持改善計画」と

いう。）の策定後に鉄道のダイヤ改正や学校の登校時間・登校日の変更への対応、沿線の集客施設の新設・廃止への対応等による運行

回数・運行日の変更や運行経路の一部変更が生じることが見込まれる場合は、予め協議会において事前に包括的な合意が得られてい予め協議会において事前に包括的な合意が得られてい予め協議会において事前に包括的な合意が得られてい予め協議会において事前に包括的な合意が得られてい

るるるることを前提に、次のいずれをも満たす軽微な変更に限り、変更の都度、協議会を開催しなくても軽微な変更に限り、変更の都度、協議会を開催しなくても軽微な変更に限り、変更の都度、協議会を開催しなくても軽微な変更に限り、変更の都度、協議会を開催しなくても交付要綱第９条第１項（第１８条の規定

により準用する場合を含む。）の協議会の議論を経たものとして取り扱う協議会の議論を経たものとして取り扱う協議会の議論を経たものとして取り扱う協議会の議論を経たものとして取り扱う。

・各補助対象系統の１日当たり計画運行回数の１０％以内又は１回以内の増減

・各補助対象系統の計画運行日数の１０％以内の増減

・各補助対象系統のキロ程（デマンド型にあってはサービス提供時間）の１０％以内の増減

・各補助対象事業者に係る内定額の総額の１０％以内の増減

平成２７補助年度まで平成２７補助年度まで平成２７補助年度まで平成２７補助年度まで

計画に変更が発生した場合は、都度、地域交通改善協議会幹事会において協議もしくは

書面決議を実施していた。

平成２８補助年度について平成２８補助年度について平成２８補助年度について平成２８補助年度について

今回協議会で、「生活交通確保維持改善計画の軽微な変更については、協議会における

協議を省略する」ことについて包括的に合意することで、事務手続きの簡略化を図る。

（変更後の計画については、協議会構成員に通知し、情報共有を図る）
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